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二
〇
二
〇
年
三
月
一
〇
日
に
国
民
議
会
に
提
出

さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終

了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第
二
七
五
四

号

井
上　

宜
裕
（
訳
）

は
し
が
き

二
〇
二
〇
年
三
月
一
〇
日
に
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪
の
行

為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第
二
七
五
四

号
　

法
案
理
由
書

　

法
案

（88－2－105）

は
し
が
き

　

本
資
料
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
〇
日
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
議
会

に
提
出
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保

安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第
二
七
五
四
号（

１
）を

訳
出
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

本
法
案
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
闘
争
に
お
い

て
、
従
来
の
枠
組
み
で
は
十
分
対
処
し
き
れ
な
い
点
に
つ
き
、
テ
ロ

行
為
者
に
対
す
る
保
安
処
分
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
国
内
の
安
全
保
障

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
法
案
で
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
保
安
処
分
は
、
刑
罰
終
了
後

に
、
①
刑
罰
適
用
判
事
の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
、
②
特
定
の
場

所
に
居
所
を
定
め
る
こ
と
、
③
仕
事
も
し
く
は
居
所
の
あ
ら
ゆ
る
変

更
に
つ
き
、
そ
の
変
更
が
保
安
処
分
の
執
行
の
障
害
と
な
り
う
る
場

合
、
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、
④
外
国
へ
の
あ

ら
ゆ
る
移
動
に
つ
き
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、

⑤
週
に
三
回
を
限
度
に
、
警
察
ま
た
は
憲
兵
の
元
に
定
期
的
に
出
頭

す
る
こ
と
、
⑥
特
定
の
者
ま
た
は
特
に
指
定
さ
れ
た
人
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
者
と
接
触
し
な
い
こ
と
、
⑦
特
に
指
定
さ
れ
た
全
て
の
場
所

に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、
⑧
移
動
型
電
子
監
視
の
発
信
器
を
装
着
す

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
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フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
既
に
、
再
犯
予
防
策
と
し
て
、
社
会
内

司
法
監
督
、
司
法
監
視
、
保
安
監
置
、
保
安
監
視
、
及
び
、
重
大
犯

罪
行
為
者
の
自
動
化
さ
れ
た
全
国
司
法
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
と

い
っ
た
保
安
処
分
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
し
て

は
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
を
対
象
と
す
る
も
の
も
設
け
ら
れ
て
い

る
。
他
方
で
、
行
政
上
の
措
置
と
し
て
、
テ
ロ
行
為
の
実
行
を
予
防

す
る
た
め
の
行
政
監
督
及
び
監
視
の
個
別
的
措
置
も
あ
る
。

　

本
法
案
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
加
え
て
、
上
記
保
安
処
分
を
刑
罰

終
了
後
の
テ
ロ
行
為
者
に
課
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
案
理

由
書
に
も
あ
る
よ
う
に
、
依
然
テ
ロ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
続
け
て
い

る
フ
ラ
ン
ス
の
切
実
さ
を
こ
こ
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
本
法
案
を
め
ぐ
っ
て
は
、
両
院
の
審
議
に
お
い
て
大
幅
な

修
正
を
受
け
た
後
、
最
終
稿（

２
）が

え
ら
れ
た
が
、
憲
法
院
に
お
い
て
、

そ
の
大
半
が
憲
法
不
適
合
の
裁
定（

３
）を

受
け
る
に
至
っ
た
。
刑
罰
・
保

安
処
分
二
元
主
義
を
採
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
権
利
侵
害

性
の
高
さ
と
い
う
保
安
処
分
自
体
が
抱
え
る
問
題
性
は
無
視
さ
れ
え

ず
、
テ
ロ
対
策
の
難
し
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
テ
ロ
対
策
と
し
て
の
保
安
処
分
の
実
効
性
を
検
証
す

る
前
提
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
テ
ロ
対
策
に
特
化
し
た
保
安

処
分
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
企
図
を
把
握
す
べ
く
、
本
法
案
の
内
容

を
法
案
理
由
書
と
と
も
に
紹
介
す
る
。
刑
罰
一
元
主
義
を
採
用
す
る

日
本
に
お
い
て
、
テ
ロ
対
策
を
機
序
と
す
る
保
安
処
分
の
導
入
が
あ

り
う
る
の
か
を
精
査
す
る
上
で
も
、
本
資
料
は
、
一
定
の
示
唆
を
も

た
ら
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
、
本
法
案
を
翻
訳
す
る
。

二
〇
二
〇
年
三
月
一
〇
日
に
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪

の
行
為
者
に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案
第

二
七
五
四
号

　

Y
aël B

R
A

U
N

-PIV
E

T

氏
、R

aphaël G
A

U
V

A
IN

氏
、

Guillaum
e V

U
ILLET

ET

氏
、
並
び
に
、
共
和
国
前
進
の
構
成
員

及
び
協
定
議
員
諸
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
、
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者

に
対
す
る
刑
罰
終
了
後
の
保
安
処
分
を
導
入
す
る
法
案

法
案
理
由
書

　

皆
様
、

　

二
〇
一
七
年
以
来
、
与
党
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
の
安
全
保
障
に
専
心

し
て
参
り
ま
し
た
が
、
テ
ロ
の
脅
威
は
依
然
高
水
準
に
と
ど
ま
っ
て

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
内
的
安
全
及
び
テ
ロ
と
の
闘
争
を
強
化
す
る

二
〇
一
七
年
一
〇
月
三
〇
日
の
法
律
は
、
五
カ
年
計
画
の
当
初
か

ら
、
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
の
に
必
要
な
手
段
、
即
ち
、
保
護
区
画
、
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礼
拝
場
所
の
閉
鎖
、
行
政
上
の
監
督
及
び
監
視
の
個
別
措
置

（m
esures individuelles de contrôle adm

inistratif et de 
surveillance

：M
ICA

S

）、
並
び
に
、
家
宅
捜
索
及
び
差
押
え
と

い
っ
た
手
段
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
が
緊
急
状

態
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

　

議
会
は
、
内
的
安
全
保
障
法
典
第
Ｌ
．
二
二
―
一
〇
―
一
条
に

従
っ
て
、
強
化
さ
れ
た
監
督
を
行
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
手
段
の
利

用
を
追
跡
調
査
し
ま
し
た
。
こ
の
強
化
さ
れ
た
監
督
に
よ
り
、
国
民

議
会
に
お
い
て
、
上
記
手
段
の
適
用
の
公
的
承
認
に
つ
き
綿
密
な
調

査
が
実
施
さ
れ
、
デ
ー
タ
の
整
理
、
並
び
に
、
法
務
委
員
会
に
対
し

て
定
期
的
に
報
告
さ
れ
る
、
配
置
転
換
及
び
聴
取
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
政
府
の
側
で
は
、
既
に
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
三
〇
日
の
法
律

の
適
用
に
関
す
る
報
告
書
を
二
度
、
議
会
に
提
出
し
て
お
り
、
当
初

二
〇
二
〇
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
、
上
記
手
段
に
つ

き
、
必
要
に
応
じ
て
修
正
し
つ
つ
、
そ
の
適
用
の
延
長
を
提
案
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

政
府
は
、
他
方
で
、
内
的
安
全
保
障
総
局
（D

irection 
générale de la sécurité intérieure

：D
GSI

）
の
庇
護
の
下
で

情
報
機
関
を
再
編
成
す
る
こ
と
、
情
報
機
関
が
享
受
す
る
物
的･

人

的
手
段
を
拡
充
す
る
こ
と
、
軍
事･

警
察
力
の
協
働
、
情
報
共
有
及

び
司
法
官
と
の
意
見
交
換
を
促
進
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
テ
ロ
過
激

（88－2－107）

化
防
止
の
た
め
の
警
告
フ
ァ
イ
ル
（fichier des signalem

ents 
pour la prévention de la radicalisation à caractère 
terroriste

：FSPRT

）
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ロ
リ
ズ

ム
及
び
そ
の
過
激
化
に
対
す
る
闘
争
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
つ
い
に

は
、
犯
罪
及
び
そ
の
過
激
化
を
防
止
す
る
た
め
の
省
庁
間
委
員
会
事

務
局
（Secrétariat général du Com

ité interm
inistériel de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation

：SG-
CIPD

R

）
の
権
限
の
下
で
、
予
防
及
び
過
激
化
に
関
し
て
、
強
い

行
動
が
取
ら
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
も
ま
た
、
議
会
は
、
一
般
的
活
動
及
び
情
報
機
関
の
手
法

を
監
視
す
る
、
国
民
議
会
及
び
元
老
院
に
共
通
の
機
関
で
あ
る
、
議

員
代
表
団
（D

élégation parlem
entaire au renseignem

ent

：

D
PR

）の
活
動
を
通
し
て
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
議
員
代
表
団
は
、

共
和
国
大
統
領
及
び
首
相
に
向
け
た
勧
告
及
び
意
見
を
通
じ
て
、
提

案
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
今
日
、
ま
た
別
の
脅
威
が
現
れ
て
い
ま
す
。

　

二
〇
二
〇
年
二
月
四
日
、
実
際
、
内
務
大
臣
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
数
字
に
よ
れ
ば
、
テ
ロ
行
為
を
理
由
に
実
刑
に
服
す
る
者
（
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
テ
ロ
リ
ス
ト
：T

IS

）
五
三
一
名
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑

務
所
内
に
拘
禁
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
、
四
三
名
が
二
〇
二
〇
年

に
、
約
六
〇
名
が
二
〇
二
一
年
に
、
四
六
名
が
二
〇
二
二
年
に
釈
放
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さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
者
の
一
部
は
、
拘
禁
終
了
時
に
、
犯
行
の

反
復
ま
た
は
行
為
的
表
出
の
深
刻
な
リ
ス
ク
を
呈
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
者
た
ち
は
、
確
か
に
監
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

で
し
ょ
う
が
、
現
行
法
の
下
で
は
、
こ
の
者
た
ち
の
潜
在
的
危
険
性

に
対
応
し
た
形
で
は
監
視
さ
れ
え
な
い
の
で
す
。

　

行
政
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
行
政
上
の
監
督
及
び
監
視

の
個
別
措
置
（m

esures individuelles de contrôle adm
inistratif 

et de surveillance

：M
ICA

S
）
の
対
象
と
な
り
え
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
措
置
の
期
間
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
二
ヶ
月
を
超
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　

司
法
レ
ベ
ル
で
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
し
ば
し
ば
、
被
拘
禁
者
に

対
す
る
釈
放
時
の
監
視
措
置
が
伝
統
的
に
依
拠
す
る
、
特
定
の
刑
の

修
正
ま
た
は
縮
減
の
恩
恵
か
ら
除
外
さ
れ
ま
す
。

　

―
テ
ロ
行
為
で
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
は
、
緊
急
事
態
宣
言
を
延

長
す
る
二
〇
一
六
年
七
月
二
一
日
の
法
律
以
来
、
刑
の
縮
減
の
「
自

動
的
」
付
与
を
も
は
や
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
即
ち
、
こ

れ
ら
の
者
が
対
象
と
な
り
う
る
刑
罰
後
の
監
視
は
、
従
っ
て
、
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
関
し
て
専
門
化
さ
れ
た
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
付
与
す

る
こ
と
が
一
般
的
に
拒
絶
さ
れ
る
、
刑
の
縮
減
の
「
補
足
的
」
付
与

の
期
間
で
し
か
課
さ
れ
え
ま
せ
ん
。

　

―
二
〇
一
六
年
七
月
二
一
日
の
法
律
は
、
同
様
に
、
刑
の
分
割
及

び
停
止
の
制
度
、
並
び
に
、
二
年
の
拘
禁
刑
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
ま

た
は
施
設
内
拘
禁
刑
の
残
刑
期
が
二
年
未
満
の
被
拘
禁
者
に
対
し
て

取
ら
れ
る
半
自
由
ま
た
は
外
部
収
容
の
制
度
の
恩
恵
か
ら
、
こ
れ
ら

の
者
を
除
外
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
テ
ロ
リ
ス
ト
は
、
必
ず
し
も
、
現
行

法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
監
視
措
置
の
対
象
と
な
る
と
は
限
り
ま
せ

ん
。

　

―
多
く
の
者
は
、
心
理
的
障
害
に
罹
患
し
て
い
な
い
か
ま
た
は
そ

れ
を
偽
っ
て
お
り
、
医
学
的
に
そ
れ
ら
の
者
の
危
険
性
を
立
証
す
る

の
は
難
し
く
な
り
え
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
内
司
法
監
督
ま
た
は

司
法
監
視
の
枠
内
で
個
人
に
対
し
て
移
動
型
電
子
監
視
を
課
す
に
は

（placem
ent sous surveillance électronique m

obile

：

PSEM

）、
危
険
性
ま
た
は
累
犯
リ
ス
ク
を
確
認
す
る
、
医
学
鑑
定

の
実
施
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

　

―
訴
追
さ
れ
る
犯
罪
ま
た
は
法
定
刑
も
し
く
は
宣
告
刑
の
量
に
鑑

み
て
、
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
監
視
措
置
に
付
す
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、（
い
ず
れ
に
し
て
も
法
律
公
布
前
に
有

罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
適
用
で
き
な
い
）
保
安
監
置
、
及
び
、
保
安

監
視
は
、
性
的
重
罪
ま
た
は
暴
力
的
重
罪
の
特
定
の
行
為
者
し
か
対

象
と
な
り
え
ま
せ
ん
。

（法政研究 88－2－108）
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―
保
安
監
置
及
び
保
安
監
視
の
場
合
、
こ
れ
ら
前
述
の
二
つ
の
障

害
が
積
み
重
な
り
ま
す
。
即
ち
、
保
安
監
置
が
、
医
学
鑑
定
を
伴
っ

た
危
険
性
の
学
際
的
評
価
を
経
て
証
明
さ
れ
た
、
人
格
の
重
大
な
障

害
に
よ
る
、
対
象
者
の
累
犯
の
非
常
に
高
い
蓋
然
性
に
基
づ
い
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
保
安
監
視
の
場
合
は
、
そ
れ
が
司

法
監
視
ま
た
は
社
会
内
司
法
監
督
の
後
に
宣
告
さ
れ
る
場
合
、
危
険

性
の
持
続
を
証
明
す
る
医
学
鑑
定
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

―
最
後
に
、
よ
り
厳
格
な
刑
罰
法
規
不
遡
及
の
原
則
は
、
行
為
が

こ
れ
ら
の
措
置
の
可
決
前
に
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
い

く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
の
妨
げ
と
な
り
ま
す
。
即
ち
、
そ

れ
は
、
保
安
監
置
の
場
合
で
す
。
ま
た
、
例
え
ば
、
組
織
犯
罪
と
の

闘
争
を
強
化
す
る
二
〇
一
六
年
六
月
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
テ
ロ

犯
罪
の
行
為
者
に
社
会
内
司
法
監
督
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の

場
合
も
同
様
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
当
該
犯
罪
を
実
行
し
た
者

に
し
か
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

本
法
案
の
起
草
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
正
当
な
不
安
に
対
応
し
、

フ
ラ
ン
ス
人
の
安
全
保
障
を
確
保
し
よ
う
と
責
任
感
か
ら
志
願
し
た

人
々
の
期
待
に
応
え
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
保
安
の
た
め
の

特
別
な
制
度
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
特
別
な
制
度
は
、
か
く
し
て
、
現
存
す
る
枠
組
み
で
は
不
十

分
と
思
料
さ
れ
る
場
合
に
、
テ
ロ
行
為
で
有
罪
宣
告
を
受
け
、
釈
放

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
行
為
的
表
出
の

リ
ス
ク
を
防
ぐ
た
め
に
我
が
国
が
自
由
に
使
え
る
ツ
ー
ル
を
拡
充
す

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
法
律
の
施
行
時
か
ら
即
時
適
用
で
き
る

よ
う
に
、
こ
の
特
別
な
制
度
は
、
刑
罰
と
性
格
づ
け
ら
れ
ま
た
は
刑

罰
と
性
格
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
即
ち
、

保
安
処
分
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
観
点
に
お
い
て
、
本
法
案
の
単
独
条
は
、
以
下
の
こ
と
を
定

め
て
い
ま
す
。

　

―
遡
及
適
用
さ
れ
え
な
い
現
存
の
措
置
に
比
し
て
、
本
質
的
な
制

約
を
保
持
す
る
こ
と
。
即
ち
、
刑
罰
適
用
判
事
の
召
喚
に
応
じ
る
義

務
、
定
め
ら
れ
た
場
所
に
居
を
定
め
る
義
務
、
職
業
ま
た
は
居
所
の

変
更
及
び
外
国
へ
の
全
て
の
移
動
に
先
立
ち
許
可
を
え
る
義
務
、
定

期
的
な
出
頭
義
務
、
交
際
ま
た
は
特
定
の
場
所
へ
の
立
ち
入
り
禁

止
、
移
動
型
電
子
監
視
装
置
の
装
着
。

　

―
対
象
者
の
危
険
性
に
関
し
て
、
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
に
事

前
に
意
見
を
要
請
す
る
こ
と
。
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
は
、
意
見

表
明
の
た
め
に
、
訴
訟
記
録
及
び
行
刑
記
録
の
全
て
の
書
類
に
ア
ク

セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

―
こ
の
措
置
の
宣
告
を
刑
罰
適
用
裁
判
所
の
決
定
に
委
ね
る
こ

と
。
刑
罰
適
用
裁
判
所
の
合
議
制
に
よ
る
構
成
は
、
当
該
措
置
の
特
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殊
性
に
鑑
み
て
、
本
質
的
な
保
障
と
な
り
ま
す
。

　

―
当
該
保
安
処
分
は
、
一
年
間
命
じ
ら
れ
、
軽
罪
に
関
し
て
は
一

〇
年
を
限
度
と
し
て
、
重
罪
に
関
し
て
は
二
〇
年
を
限
度
と
し
て
更

新
さ
れ
う
る
旨
、
定
め
る
こ
と
。

　

―
対
象
者
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
修
正
ま
た
は
撤
回
の
請
求
を
可
能

に
す
る
こ
と
。

　

刑
罰
終
了
後
の
監
視
と
い
う
特
殊
な
措
置
の
宣
告
の
前
に
、
現

在
、
刑
事
訴
訟
法
典
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
保
障
は
全

て
、
対
審
原
則
も
そ
の
内
の
一
つ
で
す
が
、
こ
の
新
た
な
制
度
に
当

然
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

保
安
処
分
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
義
務
及
び
禁
止
の
不
遵
守
は
、

三
年
の
拘
禁
刑
及
び
四
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
さ
れ
る

で
し
ょ
う
。

　

テ
ロ
行
為
に
つ
き
施
設
内
拘
禁
刑
を
終
え
る
者
の
監
視
と
い
う
こ

の
新
た
な
可
能
性
は
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
安
全
を
良
好
な
状

態
で
保
障
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。

法
案

単
独
条

① 

刑
事
訴
訟
法
典
第
四
部
第
一
五
編
は
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

る
。

② 

一　

冒
頭
で
、「
及
び
～
の
判
決
の
」
と
い
う
語
は
、「
、
判
決
及

び
～
に
関
す
る
保
安
処
分
の
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。

③
二　

以
下
に
起
草
さ
れ
る
第
四
節
が
付
け
加
わ
る
。

④
「
第
四
節

⑤
「
テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
に
適
用
さ
れ
う
る
保
安
処
分

⑥ 

「
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
Ｉ
．
―
①
あ
る
者
が
、
刑
法
典
第

四
二
一
―
二
―
五
条
及
び
第
四
二
一
―
二
―
五
―
一
条
で
定
め
ら

れ
る
犯
罪
を
除
く
、
同
法
典
第
四
二
一
―
一
条
乃
至
第
四
二
一
―

六
条
で
挙
げ
ら
れ
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
犯
罪
に
つ
き
、
自
由
剥

奪
刑
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
で
、
か
つ
、
対
象
者
が
、
そ
の
刑
罰
執

行
終
了
時
に
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
一
つ
を
実
行
す
る
高
い
リ
ス
ク

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
特
別
な
危
険
性
を
呈
し
て
い
る
場

合
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求
に
基
づ
き
、
こ

の
者
に
対
し
て
、
以
下
の
保
安
処
分
の
一
つ
ま
た
は
複
数
を
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑦
「
一　

刑
罰
適
用
判
事
の
呼
び
出
し
に
応
じ
る
こ
と
、

⑧
「
二　

特
定
の
場
所
に
居
所
を
定
め
る
こ
と
、

⑨ 
「
三　

仕
事
も
し
く
は
居
所
の
あ
ら
ゆ
る
変
更
に
つ
き
、
そ
の
変

更
が
保
安
処
分
の
執
行
の
障
害
と
な
り
う
る
場
合
、
刑
罰
適
用
判

事
に
事
前
の
許
可
を
取
る
こ
と
、

⑩ 

「
四　

外
国
へ
の
あ
ら
ゆ
る
移
動
に
つ
き
刑
罰
適
用
判
事
に
事
前

（法政研究 88－2－110）
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の
許
可
を
取
る
こ
と
、

⑪ 
「
五　

週
に
三
回
を
限
度
に
、
警
察
ま
た
は
憲
兵
の
元
に
定
期
的

に
出
頭
す
る
こ
と
、

⑫ 

「
六　

特
定
の
者
ま
た
は
特
に
指
定
さ
れ
た
人
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

者
と
接
触
し
な
い
こ
と
、

⑬ 

「
七　

特
に
指
定
さ
れ
た
全
て
の
場
所
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、

⑭ 

「
八　

措
置
の
技
術
的
脆
弱
性
を
検
証
し
た
後
、
刑
法
典
第
一
三

一
―
三
六
―
一
二
条
に
定
め
ら
れ
る
義
務
。

⑮ 

「
Ⅱ
．
―
本
条
に
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
最
長
一
年
間
命
じ

ら
れ
う
る
。
こ
の
期
間
満
了
後
、
当
該
保
安
処
分
は
、
刑
罰
適
用

裁
判
所
に
よ
っ
て
、
一
〇
年
を
限
度
と
し
て
、
同
一
期
間
更
新
さ

れ
う
る
。
こ
の
制
限
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
行

為
が
重
罪
ま
た
は
一
〇
年
の
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る
軽
罪
を
構
成

す
る
場
合
に
は
二
〇
年
と
な
る
。

⑯ 

「
Ⅲ
．
―
本
条
に
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
は
、
以
下
の
場
合
に
の

み
命
じ
ら
れ
う
る
。

⑰ 

「
一　

テ
ロ
犯
罪
の
行
為
者
の
自
動
化
さ
れ
た
国
家
司
法
フ
ァ
イ

ル
へ
の
登
録
の
枠
内
で
課
さ
れ
る
義
務
で
は
、
第
一
項
で
挙
げ
ら

れ
る
犯
罪
の
実
行
を
予
防
す
る
に
は
不
十
分
と
思
料
さ
れ
る
場
合

で
、

⑱ 

「
二　

か
つ
、
こ
の
保
安
処
分
が
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
実
行
を
予
防

す
る
唯
一
の
手
段
を
構
成
す
る
場
合
。

⑲ 

「
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
六
条
―
①
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条

に
定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
の
対
象
と
な
り
う
る
全
て
の
被
有
罪
宣

告
者
の
状
況
は
、
こ
の
者
の
危
険
性
を
評
価
す
る
た
め
、
釈
放
予

定
日
の
遅
く
と
も
三
ヶ
月
前
に
、
第
七
六
三
―
一
〇
条
に
定
め
ら

れ
る
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
に
よ
っ
て
、
調
査
さ
れ
る
。

⑳ 

「
②
こ
の
た
め
、
委
員
会
は
、
危
険
性
の
学
際
的
評
価
の
目
的
で
、

少
な
く
と
も
六
週
間
、
被
拘
禁
者
の
観
察
の
任
を
負
う
専
門
化
さ

れ
た
機
関
に
被
有
罪
宣
告
者
を
収
容
す
る
よ
う
請
求
す
る
。

㉑ 

「
③
こ
の
期
間
満
了
後
、
委
員
会
は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
特
別
な

危
険
性
に
関
し
て
、
理
由
を
付
し
た
意
見
書
を
作
成
す
る
。

㉒ 

「
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
七
条
―
①
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条

に
定
め
ら
れ
る
決
定
は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
釈
放
予
定
日
の
前

に
、
第
七
一
二
―
六
条
の
諸
規
定
に
従
っ
て
下
さ
れ
る
判
決
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
第
七
一
二
―
六
条
に
定
め
ら
れ
る
対
審
の

際
、
被
有
罪
宣
告
者
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、

ま
た
は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
請
求
に
基
づ
き
弁
護
士
会
会
長
に

よ
っ
て
職
権
で
指
名
さ
れ
る
弁
護
人
に
よ
っ
て
必
要
的
に
補
佐
さ

れ
る
。

㉓ 

「
②
判
決
に
は
、
被
有
罪
宣
告
者
が
課
さ
れ
る
保
安
処
分
及
び
そ

の
期
間
が
明
記
さ
れ
る
。
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㉔ 

「
③
刑
罰
適
用
裁
判
所
は
、
職
権
で
ま
た
は
被
有
罪
宣
告
者
の
請

求
に
よ
り
、
共
和
国
検
事
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
第
七
〇
六
―

二
五
―
一
五
条
の
適
用
に
よ
り
命
じ
ら
れ
う
る
保
安
処
分
を
修
正

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㉕ 

「
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
八
条
―
第
七
〇
六
―
二
五
―
一
五
条
に

定
め
ら
れ
る
保
安
処
分
に
付
さ
れ
た
者
が
こ
れ
ら
の
義
務
を
遵
守

し
な
い
場
合
、
三
年
の
拘
禁
刑
及
び
四
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰

金
で
処
罰
さ
れ
る
。
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